
健康診断とストレスチェックで職場の健康づくりを
会社には、労働者の心身の健康を守る義務（安全配慮義務）が課されています。その一環として

行われるのが、定期健康診断です。また、経済、社会情勢が大きく変化する中で、企業におけるメ

ンタルヘルス不調者が増加することは、会社経営にとって深刻な問題です。メンタルヘルスへの理

解を深めて、職場の心と体の健康づくりを推進しましょう。

①健康診断は労働安全衛生法で定められた企業の義務
健康診断の実施は労働者数や企業の規模で決まるも

のではありません。労働者（パートタイム等の短時間
労働者も正規労働者の４分の３以上働く場合含む）を
雇入れると、１年以内毎に定期的に健康診断を実施す
ることが法令で義務づけられており、費用は会社が負
担します。また、受診に要した時間の賃金について、
一般健康診断の場合、行政通達では「賃金を支払うこ
と」とされており、実施義務を円滑に果たす為には、
所定労働時間内に実施し、賃金を支払う運用が一般的
です。

②健康診断個人票の保存は５年間
健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成し、

５年間保存しなければなりません。また、１つの事業
場で、常時使用する労働者が５０人以上いる会社は、
定期健康診断結果報告書を労働基準監督署へ提出する
義務があります。健康診断の結果や保健指導の内容な
ど健康に関する情報は、いずれも配慮すべき個人情報
であるため、管理や保存には細心の注意が必要です。

③結果について医師からの意見聴取の実施
「要所見」「要再検査」などの異常が見つかった従

業員が在籍していれば、会社は、労働者の健康保持の
ために必要な措置（就業上の配慮、労働時間・残業時
間の見直しなど）について産業医から意見を聴取しな
ければなりません。労働者数が50人未満の事業者は、
地域産業保健センター(※)を活用することができます。
※事前に予約をすることで、無償で産業医による面接
指導、健康相談に応じることのできる公的機関

④事後措置の実施
医師などの就労判定に従って、労働時間の短縮や時

間外労働の制限、出張回数の制限や労働負荷の軽減、
就業場所や部署の変更や夜勤業務の減少など、企業は
必要に応じて適切な措置を講じなければなりません。

⑤二次健診の受診勧奨、保健指導
健康診断の結果によって、再検査が必要な場合は、

会社は労働者に対して再検査するように促し、労働者
の健康保持のために、医師や保健師、衛生管理者から
健康診断後の保健指導を実施していきましょう。

⑥心の健康の保持増進（メンタルヘルスケア）
近年、社会問題化しているのが「労働者のメンタル

ヘルス問題」です。仕事や人間関係などにおけるスト
レスからメンタルヘルス不調が続き、最悪の場合はう
つ病をはじめとする精神疾患を罹患するケースもあり
ます。令和3年10月の調査結果によると、傷病手当金
の受給の原因となった傷病は、メンタルヘルス不調が
32.96%で、最も高くなっています。

⑦ストレスチェック制度
会社が実施するメンタルヘルスケアとして、ス

トレスチェックがあります（50人以上の事業場に
おいて実施義務、50人未満は努力義務）。労働者
が自身のストレス状況を把握し、セルフケアするこ
とでメンタルヘルス不調を未然に防止する効果が期
待できます。

⑧４つの対応策
厚生労働省の指針では、次の４つのケアを断続的

かつ計画的に行うことが重要とされています。

【セルフケア】・・・労働者自身がストレスや心の
健康について理解し、自らのストレスを予防軽減
する、あるいはこれに対処できるようにします。

【ラインケア】・・・経営者又は経営幹部が職場環
境の改善や労働者に対する相談等を行います。

【事業場内産業保健スタッフ等によるケア】・・・
事業場内の産業医や保健師が企画立案し、セルフ
ケア、ラインケアを効果的に実施するために専門
的知識の提供や相談を行います。

【事業場外資源によるケア】・・・事業場内に専門
家がいない場合は、精神科クリニックやカウンセ
ラーといった外部の専門家を活用して実施します。

⑨休職制度の活用
これらの対策をしても、メンタルヘルス不調とな

り、通常勤務が困難になるケースが発生することも
あります。この場合の対応として、就業規則へ勤続
年数に応じた休職期間を設定し、一定のルールに則
り、復職の可否を判断できるようにします。この場
合の主な注意点は次の通りです。

☑医師の診断書等に基づいて、休職の必要性、必要
な休職期間が十分に検討されていますか？

☑復職できなかった場合や復職時の手続き方法等
のルールを事前に労働者へ説明していますか？

☑休職、復職に係る誓約事項を書面で取り交わして

いますか？
休職制度の運用でトラブルが発生しないよう、就業
規則、社内書式を整えておきましょう。

労働者の健康に配慮し、よりよい職場環境をつく
ることは、休職者や離職者の減少につながるだけで
なく、労働者のモチベーションも高めます。労働者
の活力や生産性が向上し、結果的に企業の業績、社
会的価値の向上に繋がることが期待できまます。

お困りごとがございましたらご相談ください。
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